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佐賀県林地開発許可の手引き 新旧対照表 

改正前 改正後 

佐賀県林地開発許可の手引き 佐賀県林地開発許可の手引き 
  

第１節 略 第１節 略 

１・２ 略 １・２ 略 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

第２節 林地開発許可制度 第２節 林地開発許可制度 

１～４ 略 １～４ 略 

５ 許可申請書等の手続き ５ 許可申請書等の手続き 

 (1) 申請について 

    本制度に係る申請は、申請書案を１部作成し、県森林整備課

の事前確認を受けた後、正副２部に事業地が所在する市町の数

の副本を加えた申請書（様式第１号）を管轄する農林事務所に

提出しなければならない。なお、変更申請（様式第２号）の場

合も同様の取扱いとする。 

 (1) 申請について 

    本制度に係る申請は、申請書案を１部作成し、県森林整備課

の事前確認を受けた後、正副２部に事業地が所在する市町の数

の副本を加えた申請書（様式第１号）を管轄する農林事務所を

経由し知事に提出しなければならない。なお、変更申請（様式

第２号）の場合も同様の取扱いとする。 

 (2)～(15) 略  (2)～(15) 略 

６ 林地開発許可制度における区域区分 ６ 林地開発許可制度における区域区分 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

 (4)「保全帯」：事業区域内にあって開発区域界の外側に設けるの

もので、残置森林と対象外森林からなる。（開発の区分が住宅地

の造成地の場合のみ緑地も含む｡） 

 (4)「保全帯」：事業区域内にあって開発区域界の外側に設けるの

もので、残置森林、対象外森林及び造成森林からなる｡（開発行為

の目的が住宅団地の造成の場合のみ緑地も含む｡） 

 (5)～(12) 略  (5)～(12) 略 

７～９ 略 ７～９ 略 

林地開発許可制度の体系図 林地開発許可制度の体系図 

 略  略 
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改正前 改正後 

第３節 許可申請書の作成要領 第３節 許可申請書の作成要領 

１ 林地開発許可申請(新規・変更)に係る書類 １ 林地開発許可申請(新規・変更)に係る書類 

編

纂

順

序 

書類 作成上の留意点 規格 様式 

１

～

23 

略  略 略 略 

24 資力及び信用が

あることを証す

る書類 

・以下の書類を添付すること。 

① 資金計画書（申請者の資力及び信用に関する申告書（様式第８号）

の提出をもって代えることができる。） 

② 資金の調達について証する書類（自己資金により調達する場合は預

金残高証明、融資により調達する場合は融資証明書等、資金の調達

方法に応じ添付する。） 

③ 貸借対照表、損益計算書等の法人の財務状況や経営状況を確認でき

る資料 

④ 納税証明書 

⑤ 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の経歴とす

ることができる。） 

⑥ 定款（法人の場合） 

⑦ 住民票等（個人の場合） 

 

・なお、融資決定が開発行為の許可後となる場合等当該書類を提出するこ

とが困難な場合には、次に掲げる書類を添付すること。 

① 防災施設の設置に係る部分の資金の調達に関する預金残高証明書等 

② 上記が困難な場合には、資金計画書に、金融機関から事業者への関

心表明書を添付し、着手前に融資証明書を提出すること 

 

 

 

 

Ａ４ - 

編

纂

順

序 

書類 作成上の留意点 規格 様式 

１

～

23 

略  略 略 略 

24 資力及び信用が

あることを証す

る書類 

・以下の書類を添付すること。 

① 資金計画書（申請者の資力及び信用に関する申告書（様式第８号）

の提出をもって代えることができる。） 

② 資金の調達について証する書類（自己資金により調達する場合は預

金残高証明、融資により調達する場合は融資証明書等、資金の調達

方法に応じ添付する。） 

③ 貸借対照表、損益計算書等の法人の財務状況や経営状況を確認でき

る資料 

④ 納税証明書 

⑤ 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の経歴とす

ることができる。） 

⑥ 定款（法人の場合） 

⑦ 住民票等（個人の場合） 

 

・④の納税証明書は国税と県税の両方を提出すること。なお、県税につい

ては納付状況確認同意書（様式第26号）を提出すること。 

・なお、融資決定が開発行為の許可後となる場合等当該書類を提出するこ

とが困難な場合には、次に掲げる書類を添付すること。 

① 防災施設の設置に係る部分の資金の調達に関する預金残高証明書等 

② 上記が困難な場合には、資金計画書に、金融機関から事業者への関

心表明書を添付し、着手前に融資証明書を提出すること 

③ ①②が困難な場合には、先行して必要な防災施設の設置に係る資金

の調達について証する書類（融資証明書等）を現場着手前までに提

Ａ４ 第26号 
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25

～

27 

略  略 略 略 

28 防災措置を講ず

るために必要な

能力があること

を証する書類 

・次に掲げる林地開発許可申請書の「開発行為の施行体制」に記載した施

行者のうち防災施設の設置に関わる者に関する書類を添付すること。 

① 建設業法許可書（土木工事業） 

② 事業経歴書（原則として過去３年間） 

③ 預金残高証明書 

④ 納税証明書 

⑤ 事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員・技術者名等） 

⑥ 林地開発に係る施工実績を示す書類（監督処分及び行政指導があっ

た場合は、その対応状況を含む。(原則として過去５年間） 

・なお、申請時点で防災施設の施行者が決定していない場合等当該書類を

提出することが困難な場合には、申請時に施行者の決定方法や時期、求

める施行能力について記載した書類を添付するとともに、着手前までに

正規の確認書類を提出することについて確約書を提出すること。 

 

 

 

Ａ４  

 

出する旨を記載した念書等を提出すること。 

25

～

27 

略  略 略 略 

28 防災措置を講ず

るために必要な

能力があること

を証する書類 

・次に掲げる林地開発許可申請書の「開発行為の施行体制」に記載した施

行者のうち防災施設の設置に関わる者に関する書類（様式24号、25号）

を添付すること。 

① 建設業法許可書（土木工事業） 

② 事業経歴書（原則として過去３年間） 

③ 預金残高証明書 

④ 納税証明書 

⑤ 事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員・技術者名等） 

⑥ 林地開発に係る施工実績を示す書類（監督処分及び行政指導があっ

た場合は、その対応状況を含む。(原則として過去５年間） 

・④の納税証明書は国税と県税の両方を提出すること。なお、県税につい

ては納付状況確認同意書（様式第26号）を提出すること。 

・申請時点で防災施設の施行者が決定していない場合等当該書類を提出す

ることが困難な場合には、申請時に施行者の決定方法や時期、求める施

行能力について記載した書類を添付するとともに、着手前までに正規の

確認書類を提出することについて確約書を提出すること。 

Ａ４ 第24号 

第25号 

第26号 

 

２ その他の手続 ２ その他の手続 

 略  略 

第４節 技術基準 第４節 技術基準 

第１ 略 第１ 略 

１～４ 略 １～４ 略 

５ 土砂流出防止の措置 ５ 土砂流出防止の措置 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

 (4)「災害が発生するおそれがある区域」については表２に掲げる

区域を含む土地の範囲とし、その考え方については、災害の特性

を踏まえ、次のア及びイを目安に現地の荒廃状況に応じて整理す

ること。なお、表10に掲げる区域以外であっても、同様のおそれ

がある区域については「災害が発生するおそれがある区域」に含

 (4)「災害が発生するおそれがある区域」については表10に掲げる

区域を含む土地の範囲とし、その考え方については、災害の特性

を踏まえ、次のア及びイを目安に現地の荒廃状況に応じて整理す

ること。なお、表10に掲げる区域以外であっても、同様のおそれ

がある区域については「災害が発生するおそれがある区域」に含
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めることができる。 めることができる。 

 ア・イ 略  ア・イ 略 

 表10  表10 

 略  略 

 (5) 略  (5) 略 

６～12 略 ６～12 略 

第２～第７ 略 第２～第７ 略 
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改正前 改正後 

使用土地一覧表(例) 使用土地一覧表(例) 
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る

こ
と

。

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

に
お

い
て

適
正

な
森

林
施

業
が

実
施

さ
れ

た
結

果
、

1
5
年

生
以

下
の

残
置

森
林

が
増

加
し

、
変

更
許

可
申

請
時

に
残

置
森

林
率

が
基

準
値

を
下

回
る

場
合

は
、

該
当

す
る

残
置

森
林

の
林

齢
を

変
更

前
の

林
齢

の
ま

ま
と

し
て

残

置
森

林
率

を
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

、
変

更
前

の
林

齢
を

［
　

］
書

き
で

記
入

し
、

そ
の

林
齢

の
許

可
申

請
日

（
変

更
前

の
許

可
申

請
日

）
を

備
考

欄
に

［
　

］
書

き
で

記
入

す
る

。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
別

荘
地

の
造

成
」

「
ス

キ
ー

場
の

造
成

」
「

ゴ
ル

フ
場

の
造

成
」

「
太

陽
光

発
電

施
設

の
設

置
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
宿

泊
施

設
、

レ
ジ

ャ
ー

施
設

の
設

置
」

の
場

合
は

森
林

率
２

を
記

載
す

る
こ

と
。

法
第

５
条

森
林

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

ｈ
ａ

開
発

に
係

る
森

林
ｈ

ａ
森

　
林

　
率

　
２

％

事
業

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

ｈ
ａ

開
発

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
　

林
　

率
　

１
％

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

う
ち

残
置

森
林

開
発

行
為

の
目

的
太
陽

光
発

電
施

設
の

設
置

（
様
式
第
５
号
の
１
）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
う

　
　

ち
既

開
発

地
等

計
画

対
象

)
に

係
る

1
6
年
生

以
上

1
5
年
生
以

下
証

明
等

他
法

令
備

 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対
象

外
森

林
緑

地
森

　
林

森
林

面
積

面
　

　
積

面
　

　
積

名
義

人
(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

1
1

3
0
年

生
山

林
1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

4
2
0

3
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3
,
0
0
0

Ｇ
○

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

2
2

1
5
年

生
山

林
7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

6
,
1
6
0

8
4
0

7
,
0
0
0

6
,
1
6
0

8
4
0

Ｇ
○

4
5
年

生
〃

〃
〃

9
,
9
0
0

3
,
8
0
0

1
,
0
0
0

2
,
9
0
0

〃
9
,
9
0
0

2
,
9
0
0

〃
Ｉ

〇

3
3

4
0
年

生
山

林
1
2
,
8
0
0

1
2
,
8
0
0

8
,
6
0
0

3
,
5
0
0

4
,
2
0
0

1
2
,
8
0
0

8
,
6
0
0

4
,
2
0
0

Ｈ
○

〃
〃

〃
〃

〃

4
4

2
0
年

生
原

野
4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

Ｊ
Ｋ

○

〃
〃

〃
〃

〃

5
5

畑
1
1
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

8
,
2
5
0

2
,
7
5
0

2
,
7
5
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

〃
〃

6
6

畑
4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

2
,
6
1
0

1
,
5
0
0

1
,
8
9
0

1
,
8
9
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

〃

7
7

田
4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
5
0

4
0
0

7
5
0

7
5
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

8
8

畑
1
,
5
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃

9
9

溜
池

3
0
0

3
0
0

3
0
0

○
溜

池
の

廃
止

〃
〃

〃

1
0

里
道

2
0
0

1
7
0

3
0

○
里

道
形

状
変

更

〃
〃

〃

1
1

公
有

水
面

1
8
0

1
5
0

3
0

○
公

有
水

面
の

用
途

廃
止

（
参

考
）

Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｌ
Ｊ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｋ

〃
〃

〃
4
0
,
7
9
0

5
,
3
0
0

1
,
8
2
0

1
2
,
3
3
0

〃
〃

〃
2
7
,
0
6
0

5
,
9
0
0

〃

4
筆

5
5
,
1
0
0

5
3
,
1
8
0

3
9
,
4
9
0

5
,
0
0
0

8
2
0

1
3
,
6
3
0

5
,
5
9
0

6
0

3
3
,
8
0
0

2
5
,
7
6
0

7
,
2
0
0

8
4
0

【
一

覧
表

】

〃
1
.
6
7
9

5
.
3
1
8
0

＝
Ａ

1
.
7
7
9

＝
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

4
.
0
7
9
0

4
9
.
6
7

3
.
9
4
9
0

＝
Ｂ

5
2
.
6
3

＝
（

Ｅ
＋

Ｆ
＋

Ｉ
）

／
Ｃ

〃

3
.
3
8
0
0

＝
Ｃ

＝
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

2
.
7
0
6
0

2
.
5
7
6
0

＝
Ｄ

＝
（

Ｆ
＋

Ｇ
＋

Ｈ
）

／
Ｃ

1
7
.
4
6

2
1
.
3
0

＝
Ｅ

／
Ｃ

(
注
１

)

(
注
２

)

(
注
３

)

(
注
４

)

(
注
５

)

(
注
６

)

(
注
７

)

(
注
８

)

(
注
９

)
変

更
箇

所
は

記
載

例
に

倣
い

、
赤

字
で

２
段

書
き

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

率
％

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
別

荘
地

の
造

成
」

「
ス

キ
ー

場
の

造
成

」
「

ゴ
ル

フ
場

の
造

成
」

「
宿

泊
施

設
、

レ
ジ

ャ
ー

施
設

の
設

置
」

「
太

陽
光

発
電

設
備

の
設

置
」

の
場

合
に

作
成

す
る

。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

つ
い

て
は

、
許

可
申

請
時

（
又

は
変

更
許

可
申

請
時

）
の

林
齢

を
記

入
す

る
。

な
お

、
既

に
林

地
開

発
許

可
を

受
け

た
森

林
が

地
域

森
林

計
画

の
改

定
で

５
条

森
林

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
○

印
を

記
入

す
る

。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

に
お

い
て

適
正

な
森

林
施

業
が

実
施

さ
れ

た
結

果
、

1
5
年

生
以

下
の

残
置

森
林

が
増

加
し

、
変

更
許

可
申

請
時

に
残

置
森

林
率

が
基

準
値

を
下

回
る

場
合

は
、

該
当

す
る

残
置

森
林

の
林

齢
を

変
更

前
の

林
齢

の
ま

ま
と

し
て

残
置

森
林

率
を

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
、

変
更

前
の

林
齢

を
［

　
］

書
き

で
記

入
し

、
そ

の
林

齢
の

許
可

申
請

日
（

変
更

前
の

許
可

申
請

日
）

を
備

考
欄

に
［

　
］

書
き

で
記

入
す

る
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
ゴ

ル
フ

場
の

造
成

」
「

太
陽

光
発

電
設

備
の

設
置

」
「

宿
泊

施
設

、
レ

ジ
ャ

ー
施

設
の

設
置

」
の

場
合

は
森

林
率

１
を

記
載

す
る

こ
と

。

ｈ
ａ

％

事
業

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

開
発

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
　

林
　

率
　

１

ｈ
ａ

％

法
第

５
条

森
林

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
ｈ

ａ
森

　
林

　
率

　
２

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

う
ち

残
置

森
林

開
発

行
為

の
目

的
太
陽

光
発

電
設

備
の

設
置
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改正前 改正後 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 略  略 

 

（
様

式
第

５
号

の
２

）

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
う

　
　

ち
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
既
開

発
地
等

計
画

対
象

)
に

係
る

残
置

森
林

証
明

等
他

法
令

備
 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対
象
外
森
林

森
　

林
森

林
面

積
面

　
　

積
名

義
人

(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

1
1

○
山

林
1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

4
2
0

3
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3
,
0
0
0

Ｇ
○

〃
〃

〃
3
0
0

〃
6
,
7
0
0

3
0
0

Ｌ
Ｍ

〇

2
2

○
山

林
7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

6
,
1
6
0

8
4
0

7
,
0
0
0

6
,
1
6
0

8
4
0

Ｇ
○

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

3
3

○
山

林
1
2
,
8
0
0

1
2
,
8
0
0

8
,
6
0
0

3
,
5
0
0

4
,
2
0
0

1
2
,
8
0
0

8
,
6
0
0

4
,
2
0
0

Ｈ
○

〃
〃

〃
〃

〃
4

4
○

原
野

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

Ｊ
Ｋ

○

〃
〃

〃
〃

〃

5
5

畑
1
1
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

8
,
2
5
0

2
,
7
5
0

2
,
7
5
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

〃
〃

6
6

畑
4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

2
,
6
1
0

1
,
5
0
0

1
,
8
9
0

1
,
8
9
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

〃
〃

7
7

田
4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
5
0

4
0
0

7
5
0

7
5
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
〃

8
8

畑
1
,
5
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可

〃
〃

〃
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9

溜
池

3
0
0

3
0
0

3
0
0

○
溜

池
の

廃
止

〃
〃

〃

1
0

里
道

2
0
0

1
7
0

3
0

○
里

道
形

状
変

更

〃
〃

〃

1
1

公
有

水
面

1
8
0

1
5
0

3
0

○
公

有
水

面
の

用
途

廃
止
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(注
１
)

(注
２
)

(注
３
)

(注
４
)

(注
５
)

(注
６
)

(注
７
)

(注
８
)

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

開
発

行
為

の
目

的
土

石
等

の
採

取

事
業

区
域

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

開
発

区
域

面
積

森
　

林
　

率
　

１

法
第

５
条

森
林

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
森

　
林

　
率

　
２

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

変
更

箇
所

は
記

載
例

に
倣

い
、

赤
字

で
２

段
書

き
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
取

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

は
森

林
率

２
を

記
載

す
る

こ
と

。

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
取

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

に
作

成
す

る
。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

○
印

を
記

入
す

る
。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
備

考
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
様

式
第

５
号

の
２

）

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）
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○
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大
字
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法
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条

整
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5
条

登
記

簿
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う
ち

開
発
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域

面
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う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う
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開

発
う

　
　

ち
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
う

　
　

ち
既
開
発
地

等
計

画
対

象
)

に
係

る
残

置
森

林
証

明
等

他
法

令
備

 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森
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造

成
緑

地
(
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置
森
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対
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積
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用
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可
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畑
1
,
5
0
0

2
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0

2
0
0

2
0
0

○
農

地
法

第
５

条
転

用
許

可
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〃

〃

9
9

溜
池

3
0
0

3
0
0

3
0
0

○
溜

池
の

廃
止

〃
〃

〃

1
0

里
道

2
0
0

1
7
0

3
0

○
里

道
形

状
変

更
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1
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水

面
の

用
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止
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事

 
業

 
区

 
域

 
）

開
発

行
為

の
目

的
住

宅
団

地
の

造
成

事
業

区
域

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

開
発

区
域

面
積

森
　

林
　

率
　

１

法
第

５
条

森
林

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
森

　
林

　
率

　
２

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

変
更

箇
所

は
記

載
例

に
倣

い
、

赤
字

で
２

段
書

き
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
の

場
合

は
森

林
率

２
を

記
載

す
る

こ
と

。

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
掘

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

に
作

成
す

る
。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

○
印

を
記

入
す

る
。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
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改正前 改正後 

別記１ 別記１ 
 略  略 

別記２ 別記２ 

主な開発行為の目的別の事業区域内の残置森林等の割合及び森林の配置等 主な開発行為の目的別の事業区域内の残置森林等の割合及び森林の配置等 

開発行為の目的 

事業区域内におい

て残置し、若しくは

造成する森林又は

緑地の割合 

森 林 の 配 置 等 

別荘地の造成 

 

残置森林率はおお

むね60 パーセント

以上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森

林を配置する。 

スキー場の造成 残置森林率はおお

むね60 パーセント

以上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森

林を配置する。 

２ 滑走コースの幅はおおむね50 メートル以下とし、複数の滑走コースを

並列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100 メートル以上

の残置森林を配置する。 

３ 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１箇所当たりおおむね５

ヘクタール以下とする。また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむ

ね30 メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 

ゴルフ場の造成 森林率はおおむね

50 パーセント（残

置森林率おおむね

40 パーセント）以

上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森

林（残置森林は原則としておおむね20 メートル以上）を配置する。 

２ ホール間に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森林（残置

森林はおおむね20 メートル以上）を配置する。 

宿泊施設、レジ

ャー施設の設置 

森林率はおおむね

50 パーセント（残

置森林率おおむね

40 パーセント）以

上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森

林を配置する。 

２ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40 パーセント以下とし、事

業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとす

る。 

３ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね５ヘク

タール以下とし、事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅

おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 

 

開発行為の目的 

事業区域内におい

て残置し、若しくは

造成する森林又は

緑地の割合 

森 林 の 配 置 等（保全帯） 

別荘地の造成 

 

残置森林率はおお

むね60 パーセント

以上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森

林又は造成森林を配置する。 

スキー場の造成 残置森林率はおお

むね60 パーセント

以上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森

林又は造成森林を配置する。 

２ 滑走コースの幅はおおむね50 メートル以下とし、複数の滑走コースを

並列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100 メートル以上

の残置森林を配置する。 

３ 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１箇所当たりおおむね５

ヘクタール以下とする。また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむ

ね30 メートル以上の残置森林、対象外森林又は造成森林を配置する。 

ゴルフ場の造成 森林率はおおむね

50 パーセント（残

置森林率おおむね

40 パーセント）以

上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森

林又は造成森林（残置森林は原則としておおむね20 メートル以上）を配

置する。 

２ ホール間に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森林又は造

成森林（残置森林はおおむね20 メートル以上）を配置する。 

宿泊施設、レジ

ャー施設の設置 

森林率はおおむね

50 パーセント（残

置森林率おおむね

40 パーセント）以

上とする。 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森

林又は造成森林を配置する。 

２ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40 パーセント以下とし、事

業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとす

る。 

３ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね５ヘク

タール以下とし、事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅

おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森林又は造成森林を配置す

る。 
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工場、事業場、

産業廃棄物処分

場の設置 

森林率はおおむね

25 パーセント以上

とする。 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積に応じて原則として周辺部に

次に掲げる幅の残置森林又は造成森林を配置する。 

 ・１ha以上２ha未満：５ｍ以上 

 ・２ha以上５ha未満：10ｍ以上 

 ・５ha以上10ha未満：15ｍ以上 

 ・10ha以上20ha未満：20ｍ以上 

 ・20ha以上：30ｍ以上 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20 ヘクタール以下と

し、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メ

ートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 

住宅団地の造成 森林率はおおむね

20 パーセント以上。

（緑地を含む） 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積原則として周辺部に次に掲げ

る幅の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。 

 ・１ha以上２ha未満：５ｍ以上 

 ・２ha以上５ha未満：10ｍ以上 

 ・５ha以上10ha未満：15ｍ以上 

 ・10ha以上20ha未満：20ｍ以上 

 ・20ha以上：30ｍ以上 

※住宅地の造成の場合のみ保全帯に緑地を含めることができる。 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20 ヘクタール以下と

し、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メ

ートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。 

土石等の採掘、

残土処分場の設

置 

 １ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林又は造成森

林を配置する。 

２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び植栽する。また、法

面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽す

る。 
 

工場、事業場、

産業廃棄物処分

場の設置 

森林率はおおむね

25 パーセント以上

とする。 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積に応じて原則として周辺部に

次に掲げる幅の残置森林、対象外森林又は造成森林を配置する。 

 ・１ha以上２ha未満：５ｍ以上 

 ・２ha以上５ha未満：10ｍ以上 

 ・５ha以上10ha未満：15ｍ以上 

 ・10ha以上20ha未満：20ｍ以上 

 ・20ha以上：30ｍ以上 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20 ヘクタール以下と

し、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メ

ートル以上の残置森林、対象外森林又は造成森林を配置する。 

住宅団地の造成 森林率はおおむね

20 パーセント以上。

（緑地を含む） 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積原則として周辺部に次に掲げ

る幅の残置森林、対象外森林又は造成森林・緑地を配置する。 

 ・１ha以上２ha未満：５ｍ以上 

 ・２ha以上５ha未満：10ｍ以上 

 ・５ha以上10ha未満：15ｍ以上 

 ・10ha以上20ha未満：20ｍ以上 

 ・20ha以上：30ｍ以上 

※住宅団地の造成の場合のみ保全帯に緑地を含めることができる。 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20 ヘクタール以下と

し、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メ

ートル以上の残置森林、対象外森林又は造成森林・緑地を配置する。 

土石等の採掘、

残土処分場の設

置 

 １ 原則として周辺部に幅おおむね30 メートル以上の残置森林、対象外森

林又は造成森林を配置する。 

２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び植栽する。また、法

面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽す

る。 
 

(注)１「残置森林率」とは、残置森林（残置する森林）のうち若齢

林（おおむね15 年生以下の森林）を除いた面積の事業区域内の森

林の面積に対する割合をいう。 

(注)１「残置森林率」とは、残置森林面積の事業区域内の法第５条

森林面積に対する割合をいう。 

  ２「森林率」とは、事業区域内の森林の面積に対する残置森林

及び造成森林（植栽により造成する森林であって硬岩切土面等の

確実な成林が見込まれない箇所を除く。）の面積の割合をいう。

この場合、森林以外の土地に造林する場合も算定の対象として差

し支えないが、土壌条件、植栽方法、本数等からして林叢状態を

  ２「森林率」とは、残置森林、造成森林及び対象外森林の面積

（開発の区分によっては造成緑地及び緑地を含む。）の事業区域

内の法第５条森林面積に対する割合をいう。 
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呈していないと見込まれるものは対象としないものとする。 

  ３～６ 略   ３～６ 略 

第５節 申請書等の様式 第５節 申請書等の様式 
様式第１号～４号 様式第１号～４号 
 略  略 
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改正前 改正後 

様式第５号の１ 様式第５号の１ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（
様
式
第
５
号
の
１
）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
う

　
　

ち
既

開
発

地
等

計
画

対
象

)
に

係
る

1
6年

生
以

上
15
年
生

以
下

証
明

等
他

法
令

備
 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対
象

外
森

林
緑

地
森

　
林

森
林

面
積

面
　

　
積

面
　

　
積

名
義

人
(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

（
参

考
）

Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｌ
Ｊ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｋ

【
一

覧
表

】

＝
Ａ

＝
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

＝
Ｂ

＝
（

Ｅ
＋

Ｆ
＋

Ｉ
）

／
Ｃ

＝
Ｃ

＝
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

＝
Ｄ

＝
（

Ｆ
＋

Ｇ
＋

Ｈ
）

／
Ｃ

＝
Ｅ

／
Ｃ

(
注
１

)

(
注
２

)

(
注
３

)

(
注
４

)

(
注
５

)

(
注
６

)

(
注
７

)

(
注
８

)

(
注
９

)
変

更
箇

所
は

記
載

例
に

倣
い

、
赤

字
で

２
段

書
き

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

率
％

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
別

荘
地

の
造

成
」

「
ス

キ
ー

場
の

造
成

」
「

ゴ
ル

フ
場

の
造

成
」

「
宿

泊
施

設
、

レ
ジ

ャ
ー

施
設

の
設

置
」

「
太

陽
光

発
電

設
備

の
設

置
」

の
場

合
に

作
成

す
る

。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

つ
い

て
は

、
許

可
申

請
時

（
又

は
変

更
許

可
申

請
時

）
の

林
齢

を
記

入
す

る
。

な
お

、
既

に
林

地
開

発
許

可
を

受
け

た
森

林
が

地
域

森
林

計
画

の
改

定
で

５
条

森
林

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
○

印
を

記
入

す
る

。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

に
お

い
て

適
正

な
森

林
施

業
が

実
施

さ
れ

た
結

果
、

1
5
年

生
以

下
の

残
置

森
林

が
増

加
し

、
変

更
許

可
申

請
時

に
残

置
森

林
率

が
基

準
値

を
下

回
る

場
合

は
、

該
当

す
る

残
置

森
林

の
林

齢
を

変
更

前
の

林
齢

の
ま

ま
と

し
て

残
置

森
林

率
を

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
、

変
更

前
の

林
齢

を
［

　
］

書
き

で
記

入
し

、
そ

の
林

齢
の

許
可

申
請

日
（

変
更

前
の

許
可

申
請

日
）

を
備

考
欄

に
［

　
］

書
き

で
記

入
す

る
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
ゴ

ル
フ

場
の

造
成

」
「

太
陽

光
発

電
設

備
の

設
置

」
「

宿
泊

施
設

、
レ

ジ
ャ

ー
施

設
の

設
置

」
の

場
合

は
森

林
率

１
を

記
載

す
る

こ
と

。

ｈ
ａ

％

事
業

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

開
発

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
　

林
　

率
　

１

ｈ
ａ

％

法
第

５
条

森
林

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
ｈ

ａ
森

　
林

　
率

　
２

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

う
ち

残
置

森
林

開
発

行
為

の
目

的

（
様
式
第
５
号
の
１
）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
既
開

発
地

等
計

画
対

象
)

に
係

る
1
6
年
生

以
上

1
5
年
生

以
下

証
明

等
他

法
令

備
 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対

象
外

森
林

森
　

林
森

林
面

積
面

　
　

積
面

　
　

積
名

義
人

(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

（
参

考
）

Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｊ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ｋ

【
一

覧
表

】

＝
Ａ

＝
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

＝
Ｂ

＝
（

Ｅ
＋

Ｆ
＋

Ｉ
）

／
Ｃ

＝
Ｃ

＝
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

＝
Ｄ

＝
（

Ｆ
＋

Ｇ
＋

Ｈ
）

／
Ｃ

＝
Ｅ

／
Ｃ

(
注
１
)

(
注
２
)

(
注
３
)

(
注
４
)

(
注
５
)

(
注
６
)

(
注
７
)

(
注
８
)

(
注
９
)

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

う
ち

残
置

森
林

開
発

行
為

の
目

的

事
業

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

ｈ
ａ

開
発

区
域

面
積

ｈ
ａ

森
　

林
　

率
　

１
％

法
第

５
条

森
林

面
積

ｈ
ａ

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

ｈ
ａ

開
発

に
係

る
森

林
ｈ

ａ
森

　
林

　
率

　
２

％

変
更

箇
所

は
記

載
例

に
倣

い
、

赤
字

で
２

段
書

き
す

る
こ

と
。

残
置

森
林

率
％

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
別

荘
地

の
造

成
」

「
ス

キ
ー

場
の

造
成

」
「

ゴ
ル

フ
場

の
造

成
」

「
宿

泊
施

設
、

レ
ジ

ャ
ー

施
設

の
設

置
」

「
太

陽
光

発
電

施
設

の
設

置
」

の
場

合
に

作
成

す
る

。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

つ
い

て
は

、
許

可
申

請
時

（
又

は
変

更
許

可
申

請
時

）
の

林
齢

を
記

入
す

る
。

な
お

、
既

に
林

地
開

発
許

可
を

受
け

た
森

林
が

地
域

森
林

計
画

の
改

定
で

５
条

森
林

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
○

印
を

記
入

す
る

。
１

筆
全

体
が

事
業

区
域

に
含

ま
れ

場
合

は
、

原
則

、
「

登
記

簿
地

籍
」

を
実

測
地

積
と

す
る

。
な

お
、

国
土

調
査

未
着

手
等

の
た

め
「

登
記

簿
地

籍
」

が
現

地
と

一
致

し
な

い
場

合
は

、
実

測
面

積
と

す
る

。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

残
置

森
林

に
お

い
て

適
正

な
森

林
施

業
が

実
施

さ
れ

た
結

果
、

1
5
年

生
以

下
の

残
置

森
林

が
増

加
し

、
変

更
許

可
申

請
時

に
残

置
森

林
率

が
基

準
値

を
下

回
る

場
合

は
、

該
当

す
る

残
置

森
林

の
林

齢
を

変
更

前
の

林
齢

の
ま

ま
と

し
て

残

置
森

林
率

を
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

、
変

更
前

の
林

齢
を

［
　

］
書

き
で

記
入

し
、

そ
の

林
齢

の
許

可
申

請
日

（
変

更
前

の
許

可
申

請
日

）
を

備
考

欄
に

［
　

］
書

き
で

記
入

す
る

。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
別

荘
地

の
造

成
」

「
ス

キ
ー

場
の

造
成

」
「

ゴ
ル

フ
場

の
造

成
」

「
太

陽
光

発
電

施
設

の
設

置
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
宿

泊
施

設
、

レ
ジ

ャ
ー

施
設

の
設

置
」

の
場

合
は

森
林

率
２

を
記

載
す

る
こ

と
。
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改正前 改正後 

様式第５号の２ 様式第５号の２ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（
様
式
第
５
号
の
２
）

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
う

　
　

ち
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
う

　
　

ち
既
開

発
地
等

計
画

対
象

)
に

係
る

残
置

森
林

証
明

等
他

法
令

備
 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対
象

外
森

林
緑

地
森

　
林

森
林

面
積

面
　

　
積

名
義

人
(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

（
参

考
）

Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｌ
Ｊ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

【
一

覧
表

】

ｈ
ａ

＝
Ａ

ｈ
ａ

＝
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

ｈ
ａ

＝
Ｂ

％
＝

（
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

）
／

Ｃ

ｈ
ａ

＝
Ｃ

ｈ
ａ

＝
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

ｈ
ａ

＝
Ｄ

％
＝

（
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

）
／

Ｃ

(
注
１
)

(
注
２
)

(
注
３
)

(
注
４
)

(
注
５
)

(
注
６
)

(
注
７
)

(
注
８
)

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

変
更

箇
所

は
記

載
例

に
倣

い
、

赤
字

で
２

段
書

き
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
の

場
合

は
森

林
率

２
を

記
載

す
る

こ
と

。

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
掘

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

に
作

成
す

る
。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

○
印

を
記

入
す

る
。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

開
発

区
域

面
積

森
　

林
　

率
　

１

法
第

５
条

森
林

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
森

　
林

　
率

　
２

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

開
発

行
為

の
目

的

事
業

区
域

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）

（
様

式
第

５
号

の
２

）

使
　

 
用

 
　

土
 
　

地
 
　

一
 
　

覧
　

　
表

 
　

（
例

）

○
○

市
町

○
○

町
村

大
字

○
○

法
５

条

整
理

5
条

登
記

簿
登

記
簿

実
測

う
ち

開
発

区
域

面
積

う
　

　
ち

(
地

域
森

林
う

ち
開

発
う

　
　

ち
登

　
記

所
有

者

字
地

番
森

林
地

積
う

　
　

ち
う

　
ち

保
全

帯
う

　
　

ち
既
開

発
地
等

計
画

対
象

)
に

係
る

残
置

森
林

証
明

等
他

法
令

備
 
 
 
考

番
号

地
 
 
目

地
　

積
造

成
森

林
造

成
緑

地
(
残

置
森

林
対
象
外
森
林

森
　

林
森

林
面

積
面

　
　

積
名

義
人

(
同

意
者

)

(
注

２
)

(
注

３
)

を
含

む
)

(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)(
一

部
再

掲
)

(
注

４
)

(
注

５
)

(
注

６
)

（
参

考
）

Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｊ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

【
一

覧
表

】

ｈ
ａ

＝
Ａ

ｈ
ａ

＝
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

ｈ
ａ

＝
Ｂ

％
＝

（
Ｅ

＋
Ｆ

＋
Ｉ

）
／

Ｃ

ｈ
ａ

＝
Ｃ

ｈ
ａ

＝
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

ｈ
ａ

＝
Ｄ

％
＝

（
Ｆ

＋
Ｇ

＋
Ｈ

）
／

Ｃ

(注
１
)

(注
２
)

(注
３
)

(注
４
)

(注
５
)

(注
６
)

(注
７
)

(注
８
)

農
地

法
第

５
条

転
用

許
可

、
里

道
・

公
有

水
面

等
の

形
状

変
更

、
用

途
廃

止
、

払
い

下
げ

申
請

等
他

法
令

の
許

可
が

必
要

な
場

合
に

は
○

印
を

記
入

し
、

備
考

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

変
更

箇
所

は
記

載
例

に
倣

い
、

赤
字

で
２

段
書

き
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

の
場

合
は

森
林

率
１

を
、

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
取

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

は
森

林
率

２
を

記
載

す
る

こ
と

。

本
表

は
、

開
発

行
為

の
目

的
が

「
工

場
、

事
業

場
の

設
置

（
廃

棄
物

処
分

場
の

設
置

を
含

む
。

）
」

「
住

宅
団

地
の

造
成

」
「

土
石

等
の

採
取

・
残

土
処

分
場

」
の

場
合

に
作

成
す

る
。

森
林

法
第

５
条

の
森

林
に

○
印

を
記

入
す

る
。

１
筆

全
体

が
事

業
区

域
に

含
ま

れ
場

合
は

、
原

則
、

「
登

記
簿

地
籍

」
を

実
測

地
積

と
す

る
。

な
お

、
国

土
調

査
未

着
手

等
の

た
め

「
登

記
簿

地
籍

」
が

現
地

と
一

致
し

な
い

場
合

は
、

実
測

面
積

と
す

る
。

自
己

所
有

も
し

く
は

登
記

名
義

人
と

契
約

書
・

同
意

書
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
登

記
名

義
人

以
外

と
の

場
合

は
当

該
者

の
氏

名
を

記
入

す
る

。

登
記

名
義

人
と

契
約

者
若

し
く

は
同

意
者

と
が

相
違

す
る

場
合

、
「

相
続

相
関

図
」

「
納

税
証

明
書

」
「

課
税

証
明

書
」

等
、

当
該

契
約

者
等

が
適

正
な

相
手

方
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

○
印

を
記

入
し

、
備

考
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

開
発

区
域

面
積

森
　

林
　

率
　

１

法
第

５
条

森
林

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

む
場

合
）

開
発

に
係

る
森

林
森

　
林

　
率

　
２

（
 
事

 
業

 
区

 
域

 
）

開
発

行
為

の
目

的

事
業

区
域

面
積

森
林

率
算

出
基

礎
（

緑
地

を
含

ま
な

い
場

合
）
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改正前 改正後 

様式第６号～23号 様式第６号～23号 

 略  略 
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改正前 改正後 

 (新設) 様式第24号 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(様式第24号)

開発行為施行体系図（体制）

○○工事 区分 担当者名 ○○工事 区分 担当者名
施工業者名 施工業者名

責任者：（氏名） 責任者：（氏名）
連絡先(電話番号) 連絡先(電話番号)

○○工事 区分 担当者名 ○○工事 区分 担当者名
施工業者名 施工業者名

責任者：（氏名） 責任者：（氏名）
連絡先(電話番号) 連絡先(電話番号)

○○工事 区分 担当者名 ○○工事 区分 担当者名
施工業者名 施工業者名

責任者：（氏名） 責任者：（氏名）
連絡先(電話番号) 連絡先(電話番号)

○○工事 区分 担当者名 ○○工事 区分 担当者名
施工業者名 施工業者名

責任者：（氏名） 責任者：（氏名）
連絡先(電話番号) 連絡先(電話番号)

※必要に応じて表を追加してください

対外関係担当 対外関係担当

工程管理 工程管理

施工管理 施工管理

品質管理 品質管理

施工管理 施工管理

品質管理 品質管理

対外関係担当 対外関係担当

品質管理 品質管理

対外関係担当 対外関係担当

工程管理 工程管理

施工管理 施工管理

品質管理 品質管理

申請代理人
対外関係担当 対外関係担当

(代理人名称)
責任者：（氏名）

連絡先(電話番号)

※代理人が設定され
ている場合に記入。

工程管理 工程管理

連絡先(電話番号)
施工管理 施工管理

申請者

(申請者名称)
工程管理 工程管理

責任者：（氏名）
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改正前 改正後 

 (新設) 様式第25号 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(様式第25号)

防災施設の設置に関わる者に関する調書

事務職 人 技術職 人 その他 人 計 人

役職名 年齢

年度

注）１　対象工事の業者毎に別様とする。

　　２　「法令による登録等」に記載した許可証等の写しを添付すること。

　　３　預金残高証明書及び納税証明書の写しを別途添付すること。

※履歴等欄が不足する場合は必要に応じて追加してください。

会社住所

(所在地)

対象工事名

会社名

(名称及び代表者名)

法令による登録

（建設業法、宅地建物取引

業法、その他）

許可番号

業　　種

事

業

の

実

施

体
制

従業員数

主

な

役

員

及
び

技

術

者

氏名 在勤年数 資格免許・学歴・その他

事業の経歴

(原則過去3年分)

実施年度 実施した工事名、事業名等

林

地

開

発
に

係

る

施

工

実
績

等

経　歴

※監督処分及び行政指導があった場合はその対応状況を含む(原則過去5年分)。

実績の内容等
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改正前 改正後 

 (新設) 様式第26号 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

県税納付状況確認同意書 

令和  年  月  日 

 

 

佐賀県森林整備課長 様 

 

 

申請者 

住所 

 

名称（法人名） 

 

氏名（代表者の職氏名） 

 

 

下記の申請にあたり、貴課が県税の納付状況を確認することに同意します。 

 

 

記 

 

佐賀県林地開発（変更）許可業務 

※ 県税の納付状況を確認することにより知り得た個人情報については、上記申請の審査以外

に利用することはありません。 


